
１． 主　　催 公益財団法人全日本弓道連盟

２． 主　　管 宮城県弓道連盟

３． 期　　日 ２０１９年７月２８日（日）　９時開始

４． 会　　場 宮城県弓道場

〒982-0844　宮城県仙台市太白区根岸町１５－１（宮城県第二総合運動場内）　

ＴＥＬ：０２２－７４６－８８２７（宮城県弓道連盟事務局）

　仙台市営地下鉄南北線「河原町駅」または「長町一丁目駅」より徒歩約１０分。

　ＪＲ「仙台駅」よりタクシー利用で約１０分。

５． 審査種別 錬士・六段・五段・四段・参段・弐段・初段

６． 受審資格 現在、学校及び教育委員会に在籍する教職員で、次の事項に該当する者。

（１）幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教職員。

　　　非常勤講師は年間任用者で授業を担当している者。

　　　常勤の事務職員は受審できない。

（２）大学及び高等専門学校の在籍は、教授、准教授、助教、助手及び講師で常勤している者。

　　　常勤の事務職員は受審できない。

（３）教育委員会の在籍は、教員身分の指導主事及び指導員で常勤している者。

（４）本連盟が主催する平成２０１９年度学校弓道指導者講習会に参加予定の者。

　　　または、第５０回全日本教職員弓道選手権大会に参加予定の者。

（５）錬士　２０１８年７月２８日までの五段合格者

　　　六段　２０１８年７月２８日までの五段合格者

　　　五段　２０１９年２月２８日までの四段合格者

　　　四段　２０１９年２月２８日までの参段合格者

　　　参段　２０１９年２月２８日までの弐段合格者

　　　弐段　２０１９年２月２８日までの初段合格者

７． 締 切 日 ２０１９年５月２８日（火）厳守 府連締切：２０１９年５月１４日（火）厳守

８． そ の 他 本連盟ホームページに掲載の「審査規程」及び「２０１９年度中央審査会受審にあたって」を

確認すること。

錬士と六段、両種別の受審は日程の都合上できない。

錬士・六段・五段受審者は、和服を着用し、本座で肌ぬぎ・襷かけを行うこと。

審査申込書右下の受審者連絡欄へ現在の勤務学校等を記載すること。

２０１９年度【宮城】特別教員臨時中央審査会　実施要項


